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申　込　書　〈第一法規刊〉

新訂 社会福祉士・介護福祉士・社会福祉主事関係法令通知集

福祉士（新訂） （061879）2018.1 SE

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送り
ください。

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問
合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。　フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料
サービスといたします。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。
＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送
業者に現金でお支払いください。その際、クレジットカードは
ご利用いただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

お客様の個人情報の
取扱いについて

平成　　　　年　　　　月　　　　日

社会福祉士・介護福祉士・社会福祉主事
関係法令通知集

新訂 この分野で唯一の関係法令通知集この分野で唯一の関係法令通知集この分野で唯一の関係法令通知集

福祉系大学、専門学校、高等学校など、
社会福祉士・介護福祉士・社会福祉主事
養成機関にとって、必須の一冊です。
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◆平成29年9月に施行された在留資格「介護」完全対応！
EPAを含めた外国人介護人材関係法令・通知を新規掲載！
◆介護福祉士資格取得の移行期を含めた制度整備に対応。
◆５年ぶりにリニューアル！

平成29年11月10日 内容現在

平成31年4月施行対応の最新版

DH19990309
長方形



内容構成 業務に必須の法令・通知等を豊富に収録！ ●改正  ◆新規

新訂　社会福祉士・介護福祉士・社会福祉主事関係法令通知集
◆介護福祉士養成施設を卒業した者に対する資格取得の特例の取扱いにつ
いて
◆介護福祉士修学資金等の貸付けについて
◆介護福祉士修学資金等貸付制度の運営について

Ⅱ　外国人介護人材関係
１　ＥＰＡ（経済連携協定）関係
◆経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づ
く看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に
関する指針
◆経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく
看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関す
る指針
◆看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベ
トナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野
におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針
◆特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候
補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針
◆特例フィリピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者
の雇用管理、研修の実施等に関する指針
◆特例ベトナム人看護師候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針
◆「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づ
く看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に
関する指針」について（抄）
◆「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく
看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関す
る指針」等について（抄）
◆「看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベ
トナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野
におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針」について（抄）
◆ＥＰＡ介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たって受入れ機関等
が留意すべき事項について
◆「特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候
補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針の一部を改正する件」、「特例
フィリピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者の雇
用管理、研修の実施等に関する指針の一部を改正する件」及び「特例ベトナ
ム人看護師候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針を定める件」に
ついて（抄）
２　介護職種の技能実習制度関係
◆外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（抄）
◆外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行
令（抄）
◆外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行
規則（抄）
◆介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護
に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑
みて事業所管大臣が定める基準等
◆「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護
に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑
みて事業所管大臣が定める基準等」について
３　在留資格「介護」（出入国管理及び難民認定法）関係
◆出入国管理及び難民認定法（抄）
◆出入国管理及び難民認定法施行規則（抄）
◆出入国管理及び難民認定法第７条第１項第二号の基準を定める省令（抄）
◆出入国管理及び難民認定法別表第１の５の表の下欄に掲げる活動（抄）

Ⅲ　社会福祉主事関係
１　法令
●社会福祉法（抄）
●社会福祉法施行規則（抄）
●社会福祉主事養成機関等指定規則
•社会福祉主事の資格に関する科目指定
●社会福祉主事養成機関等指定規則第３条第十二号の規定に基づき厚生労
働大臣が別に定める施設及び事業
２　通知
●社会福祉法第19条第１項第一号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福
祉に関する科目の読替えの範囲等について
●社会福祉主事養成機関指導要領及び社会福祉主事資格認定講習会指導要
領について
•社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容について
•社会福祉主事養成機関が社会福祉士養成施設等との併修を行う場合にお
ける教育科目の読替の範囲等について
•社会福祉主事養成機関等指定規則の一部改正について

Ⅳ　人材確保指針

Ⅴ　参照条文

Ⅵ　参考資料

Ⅰ　社会福祉士・介護福祉士関係
１　法令
●社会福祉士及び介護福祉士法
●社会福祉士及び介護福祉士法施行令
●社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
●社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則
●社会福祉士介護福祉士学校指定規則
●社会福祉に関する科目を定める省令
●社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に
関する省令
•社会福祉士及び介護福祉士法第10条第１項の規定に基づく指定試験機関
等を指定する省令
●社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第３条第一号ヲ及び第５条第十
四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第３条第一号ヲ及び第５条第
十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第４条第六号の規定
に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業
●社会福祉士介護福祉士学校指定規則第８条第四号及び第五号に規定する
文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準
•社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第３条第一号ト（４）、社会福祉士
介護福祉士学校指定規則第３条第一号ト（４）及び社会福祉に関する科目
を定める省令第４条第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める基準
•社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第３条第一号ト（４）、社会福祉士
介護福祉士学校指定規則第３条第一号ト（４）及び社会福祉に関する科目
を定める省令第４条第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める者
•社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第５条第六号及び社会福祉士介
護福祉士学校指定規則第５条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定め
る基準
●社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第７条の２第一号ホ及び社会福
祉士介護福祉士学校指定規則第７条の２第一号ホに規定する厚生労働大
臣が別に定める基準
●社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第５条第六号及び社会福祉士介
護福祉士学校指定規則第５条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定め
る者
•社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第３条第一号ワ、社会福祉士介護
福祉士学校指定規則第３条第一号ワ及び社会福祉に関する科目を定める
省令第４条第七号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準
•社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第５条第十四号ロ及び社会福祉
士介護福祉士学校指定規則第５条第十四号ロに規定する厚生労働大臣が
別に定める基準
◆介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附
則第13条第３項の規定に基づく厚生労働大臣が指定する研修
２　通知
•社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律について
•介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の
公布について（社会福祉士及び介護福祉士関係）
•社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について（喀痰
吸引等関係）
●介護職員等の実施する喀痰吸引等の取扱いについて
•喀痰吸引等研修実施要綱について
•社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令等の関係政令
及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令等の
関係省令の制定について
•社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令の施行に
ついて（介護福祉士養成施設における医療的ケアの教育及び実務者研修関
係）
●社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針
について
◆介護技術講習実施要領について
◆介護福祉士養成課程における「医療的ケア」の教育内容について
•社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める
省令の一部を改正する省令の施行について（介護福祉士学校における医療
的ケアの教育及び実務者研修関係）
●社会福祉士学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針について
•実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について
•大学等において開講する社会福祉に関する科目の確認に係る指針につい
て
•社会福祉士介護福祉士学校指定規則等の一部を改正する省令の施行につ
いて（福祉系高等学校等における医療的ケアの教育関係）
◆福祉系高等学校等の設置及び運営に係る指針について
•社会福祉士及び介護福祉士法第７条第一号に規定する社会福祉に関する
科目等の読替の範囲について
•社会福祉士養成課程における相談援助実習を行う実習施設等の範囲につ
いて
•社会福祉士実習演習担当教員講習会及び介護教員講習会の実施について
•社会福祉士実習指導者講習会及び介護福祉士実習指導者講習会の実施に
ついて
•実務者研修教員講習会及び医療的ケア教員講習会の実施について
•社会福祉士及び介護福祉士養成に係る実習生の受入に関するご協力のお
願いについて（依頼）
●指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に
係る介護等の業務の範囲等について 
●指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に
係る介護等の業務の範囲等について 
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